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はじめに 

 

本市では、人口減少や少子高齢化の進展に伴い、空き家の増加が大き

な課題となっています。管理不全な空き家等は、防災・防犯・景観など市

民生活に悪影響を及ぼす一方、利活用によって地域活力を生み出す可能

性を秘めています。 

こうした状況を踏まえ、国においては令和５年に空家等対策特別措置

法が改正され、管理不全空家や特定空家等への対応強化、利活用促進の

仕組み整備などが進められています。本市においても、これら法改正の

趣旨を踏まえ、より実効性のある施策を展開する必要があります。 

空き家等対策を単なる管理や除却にとどめず、地域資源として活用し、

移住・定住の促進や地域コミュニティの維持・再生につなげることが重

要です。 

今回策定する「第二次宍粟市空き家等対策計画」では、前計画の成果と

課題を踏まえ、法改正への対応と総合計画との整合を図りながら空き家

等の適正な管理と利活用を促進し、安心して暮らせる住環境の維持・向

上をめざします。 

また、市民の皆様・地域団体・事業者の皆様と連携し、空き家等対策を

まちづくりの一環として位置づけ、持続可能な地域社会の形成につなげ

てまいります。 

今後とも、市民の皆様のご理解とご協力を賜りながら空き家等対策を

着実に進め、誰もが安心して暮らし続けられる「住みよい宍粟市」の実現

に努めてまいります。 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見を賜りました宍粟市空

き家等対策協議会の委員の皆様をはじめ、ご協力をいただきました関係

各位に心から感謝申し上げます。 

 

令和８年３月 

 

 宍粟市長 

 



 

 

 

 

目  次 

 
第１章 計画の概要 ························································································   1 

1-1 計画の背景と目的 ···············································································   1 

1-2 計画の位置づけ ··················································································   2 

1-3 計画の期間 ························································································   2 

1-4 計画の対象 ························································································   3 

1-4-1 対象とする空き家等の種類 ·······················································   3 

1-4-2 対象とする地区 ·········································································   4 

第２章 空き家等をとりまく現状と課題 ····················································  5 

2-1 人口等の現状 ····················································································  5 

2-2 空き家等の現状 ················································································  6 

2-2-1 住宅・土地統計調査における空き家率の推移 ·························  6 

2-2-2 空き家等実態調査から見た現状 ···············································  7 

2-2-3 所有者等意向調査から見た現状 ···············································  8 

2-3 空き家等対策の現状における課題 ····················································  12 

第３章 計画の基本方針 ··············································································· 14 

3-1 基本方針 ···························································································· 14 

3-2 空き家等対策の具体的な施策 ··························································· 15 

空き家等の発生予防 ·········································································  15 

 空き家等の適正管理 ·········································································  16 

 空き家等の利活用 ·············································································  18 

措置が必要な空き家等への対応 ·······················································  21 

第４章 空き家等対策の推進体制 ································································  29 

4-1 推進体制の整備 ·················································································  29 

4-2 関係機関との連携体制 ······································································ 31 

空き家等に関する情報提供書·····························································  32 

4-3 計画の進行管理 ················································································· 33 

コラム ···································································································  35 

参考資料 ······································································································ 38 

 用語集 ······································································································ 38 

 宍粟市空き家等対策協議会委員名簿························································ 39 

地域おこしや空き家の解消に取り組んでいる団体··································  40 

 空家等対策の推進に関する特別措置法···················································· 42 

 宍粟市空き家等の対策に関する条例························································ 54 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※宍粟市空き家等対策計画における「空家」と「空き家」の使い分けについて   

「空家」と「空き家」は同義であり、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定さ 

れている用語については、「空家等」、「特定空家等」を使用し、それ以外のものについて 

は、「空き家等」を使用します。 

※本文中に「＊」がある用語については、用語集に解説があります。 
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第１章 計画の概要 

１－１ 計画の背景と目的 

近年、全国的に人口減少・少子高齢化の進展や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニ

ーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、空き家等が年々増加しており、当市も同様の問

題に直面しています。こうしたなか、適切に管理されていない空き家等は、防災・防犯上

の安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など地域の生活環境に悪影響を及ぼしてい

るものも少なくありません。 

このような問題に対応するため、国においては、平成 27年 5 月に地域住民の生活環境の

保全と地域活性化に資する空き家等の活用促進を柱として、「空家等対策の推進に関する特

別措置法」(以下、「空家法」という。)が施行されました。 

本市においては、国の動きに先行し平成 22 年に「空き家バンク制度＊」を開始し、平成

26 年 7 月には、「宍粟市空き家等の対策に関する条例」（以下、空き家条例）を施行し、令

和 2 年 3 月には、本市における空き家等対策の基本的な考え方や方向性等を示すため、空

家法第 6条第 1項(現第 7条第 1項)の規定により、「宍粟市空き家等対策計画」を策定し各

種施策に取り組んでいるところです。 

このたび、「宍粟市空き家等対策計画」の計画期間満了に伴い、これまでの本市の取り組

みを振り返るとともに、令和 5年 12 月に改正された「空家法」を踏まえ、引続き空き家等

の発生予防・適正管理・利活用・特定空家等に対する措置を講じるなど、行政や所有者等

が事業者や地域と共に総合的かつ計画的に実施するための基本的な考え方や取組の方針等

を明らかにするため、第２次宍粟市空き家等対策計画を策定します。 
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１－２ 計画の位置づけ 

本計画は、空家法第 6 条に規定する国の基本指針に即し、空家法第 7 条第 1 項に基づき

策定する計画です。 

空家法のもと、本市の最上位計画である「宍粟市総合計画＊」の下に空き家等対策計画を

位置づけ、また、他の上位・関連計画と整合・連携して取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和 8年度(2026 年度)から令和 17 年度(2035 年度)までの 10 年間とし

ます。 

ただし、所有者の意向や社会情勢等の変化と空家法の見直しなど、国・県の動向、市の

上位関連計画等を踏まえ、中間年度における検証等、必要に応じた見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
令和 8年

2026 

 令和 12 年 

2030 

 令和 17 年 

2035 

【宍粟市】上位・関連計画 【国】 

・地域創生総合戦略 

・都市計画マスタープラン＊ 

・過疎地域持続的発展計画＊ 

・その他の計画 

 

【宍粟市】最上位計画 

宍粟市総合計画 

【空家法第 7 条】 

宍粟市空き家等対策計画 

空家等対策の推進に関す

る特別措置法 

【空家法第 6 条】 

空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針 

計画期間（10 年間） 

計画最終年度 

検証・見直し 

中間検証による

計画見直し 
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１－４ 計画の対象 

１－４－１ 対象とする空き家等の種類 

本計画の対象とする空き家等は、空家法第 2 条第 1 項に規定する「空家等」及び「長屋や

共同住宅などの空き住戸」とします。なお、対策においては、将来的に適切に管理されてい

ない空き家等となることを予防する観点が重要なことから、相談対応や意識啓発等の取組に

ついては、現在使用中の建築物等も対象とします。 

 

■空家法による空家等の定義 

空家法第 2条第 1項 

この法律において「空家等」とは、建築物（１）又はこれに附属する工作物（２）であって居

住その他の使用がなされていないことが常態である（３）もの及びその敷地（立木その他の土

地に定着するものを含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する

ものを除く。 

≪空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針より≫ 

（１）「建築物」とは  

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2条第 1号の「建築物」と同義であり、土地に

定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、

これに附属する門又は塀等をいう。  

（２）「これに附属する工作物」とは  

ネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当する。  

（３）「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とは  

人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど当該建築物等を現に意図を

もって使い用いていないことをいい、「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使

用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは１

つの基準となると考えられる。 

 

特定空家等（空家法第 2条第 2項）  

「空家等」のうち、以下の状態にあると認められる「空家等」をいう。  

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態  

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態  

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態  

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

管理不全空家等（空家法第 13 条第 1項）  

「空家等」が適切な管理が行われずそのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある「空

家等」をいう。  

 



 

- 4 - 

１－４－２ 対象とする地区 

平成 30 年度及び令和 5年度「空き家等実態調査」の結果、空き家等が市内全域に分布して

いることから、本計画の対象地区は宍粟市全域とします。 
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第２章 空き家等をとりまく現状と課題 

２－１ 人口等の現状 

本市における人口は、昭和 60 年以降、年々減少しており、特に平成 27年から令和 2 年で 

2,954 人(7.82％)減少しています。また、高齢化率は今後も増加するとみられています。 

これまで増加傾向が続いていた世帯数は、平成 27 年には減少しており、令和 2 年度には微

増しています。世帯数の減少原因は、高齢者世帯の減少や若年層の流出と考えられ、増加原

因は単身世帯や外国人の増加、核家族・小規模世帯の定着等であると推察されます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国勢調査＊、国立社会保障・人口問題研究所＊推計（令和 5 年（2023 年）時点） 

 

■総人口、年齢 3区分人口の推移と将来推計 

出典：Ｒ2 国勢調査 

■世帯数、一世帯あたり人員の推移 
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２－２ 空き家等の現状 

２－２－１ 住宅・土地統計調査における空き家率の推移 

住宅・土地統計調査における本市の空き家戸数（総数）は、平成 30 年 2,680 戸に対して、 

令和 5 年 2,870 戸と増加し、住宅総数での空き家率は 18.4％でした。「その他の住宅」の空

き家率は 13.4％であり、全国 5.9％、兵庫県 6.2％を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
出典：住宅・土地統計調査 

 

 
・その他の住宅 2,090 戸の内、「腐朽・破損あり」が 26.4％を占めています 

   出典：住宅・土地統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・住宅・土地統計調査とは 

住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の現状と推移を明らかにするために、 

総務省が 5 年ごとに実施しています。この結果は抽出調査を統計的に処理して算出しており、実際の値

とは異なります。 

・住宅・土地統計調査における空き家の種類 

・二次 的住宅：週末や休暇の際に保養等を目的として使われる別荘など普段は住んでいない住宅 

・賃貸用の住宅：賃貸のために空き家となっている住宅 

・売却用の住宅：売却することを目的とした住宅 

・その他の住宅：上記のいずれにも該当しない住宅 

■全国、兵庫県、宍粟市の空き家率 

■種類別空き家の腐朽・破損の状況 
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２－２－２ 空き家等実態調査から見た現状 

本市では、平成 30年度に引続き令和 5年度において各自治会役員協力のもと、空き家等実

態調査（別荘やセカンドハウス及びアパート等の共同住宅を除く）を実施し、市内の空き家

等の所在やその状態等を把握しました。その後、所有者等に対し空き家に関する意向調査を

実施し、市内空き家等の実数を下記のとおり整理しました。 

（１）地区別空き家等 

空き家等実態調査、所有者等意向調査の結果、本市における空き家等は、市内全域で 1,398

戸確認しました。また、良好に管理されている空き家等（A・B 判定）は、479 戸（34.3％）

を占め、一方、解体が必要と思われる D判定の空き家等は 100 戸（7.2％）、その予備軍であ

る C判定も多く確認されました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 老朽度・危険度の判定表 

 

 

 

 

 

 

 

■市内の空き等数 
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２－２－３ 所有者等意向調査から見た現状 

空き家等実態調査で把握した 1,609 件のうち、所有者等情報が判明した 1,497 件にアンケ

ートを送付し、901 件の回答がありました。 

 

① 空き家等の認識 

 

 

 

 

 

 

② 空き家等の使用状況 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ③ 空き家等の建設時期 

 

 

 

 

 

 

「ほぼ放置状態で、1年以上使用していない」との回答が 215 件（25.8%）と最も多い 

 

新耐震化基準＊の施行（昭和 56 年）以前に建築された建物が 64.2%を占めている状況 

 

ほとんどの方が空き家の存在を認識している 

 

※１ 各種調査による本市の空き家等数 

・令和 5年住宅・土地統計調査による空き家総数（推計値）2,870 戸（6ページに記載） 

・令和 5年度空き家等実態調査（市職員による外観目視による空き家等候補数）1,609 戸 

 上記 1,609 戸の所有者等に対し、アンケート調査を実施。その内、211 戸が空き家等では

ないと回答され、令和 5年度空き家等実態調査における最終空き家等数は、1,398 戸 
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④ 空き家等になった時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 空き家等の管理状況 

 

 

 

 

 

 

⑥ 空き家等を管理するうえでの困りごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 空き家等の状態 

 

 

 

 

 

 

 

利用の実態がなくなってからの経過年数では、10 年前との回答が約 54.6%と近年であ

るほど件数が多く、今後も増加傾向にあると推測される 

「誰も管理していない」との回答が 20.3%。管理者としての意識の希薄化 

 

現在でも住める空き家等が 28.2% 

また、老朽化が進み、大幅改修が必要であったり、使用できないとの回答が 38.5% 

「自宅からの距離が遠い」との回答が 65.9%、続いて「設備の老朽化・敷地の荒れ」

64.1%、「固定資産税の負担」30.2%などと回答 
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⑧ 空き家等の利活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 空き家等を除却する場合の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利活用を考えていない、分からないとの回答は 68.2%で、ほとんどの空き家等が今後の

予定が決まっておらず、また、建物の老朽化や傷みを問題視している 

除却する場合の課題は、「解体費用の負担」、「解体による固定資産税の上昇」、「解体し

ても使い道がない」 
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⑩ 空き家等への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 空き家等所有者等の住所と年齢・家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等への支援については、「空き家等の解体に対する支援」につづき「相談窓口の

設置」「空き家等に関する情報提供」、「リフォーム支援」となっている 

所有者等の 63.7%は、市外に在住。また、所有者等の 75.0%が「60 歳以上」で 53.2％

が高齢者の単独世帯か老夫婦世帯。 
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⑫ 空き家の相続登記＊の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 空き家等対策の現状における課題 

課題１ 空き家等の発生予防と早期対応の必要性                 

  本市では、平成 22年度から空き家バンク制度を開始するなど、これまでにも空き家等対

策に取り組み、一定の効果が見られています。しかし、高齢化や若年層の流出などにより

空き家等は今後も増加することが予測されるため、空き家になる可能性がある物件を含め

様々な問題が深刻化する前の早期対応が必要であると考えます。 

 

課題２ 空き家等に関する相談体制の充実                    

  本市で行った空き家所有者等への意向調査の中で、「誰に相談したらよいか分からない」

との意見が多く見られました。今後、相続した空き家や空き地に関する相談をはじめ、空

き家になりそうな物件に対する事前相談など、複数の機関がある中でそれぞれの問題をど

こに相談したら良いのか分からない事案が増えていくことが明らかであることから、さら

なる体制強化が必要であると考えます。 

   

課題３ 空き家等の適正管理                          

所有者等意向調査によると、空き家等の維持管理の頻度は、大半は月 1 回から年数回程

度で行われており、所有者又は家族によって、管理が行われていることがうかがえます。

しかし、維持管理の課題として「自宅からの距離が遠い」や「建物の老朽化」を挙げる意見

も多く、所有者等の高齢化に伴い、維持管理の負担が増大することが懸念されます。また、

空き家等の管理については「誰も管理していない（20.3％）」との回答もあり、老朽度・危

険度の判定では、半数以上がＣ判定以上（老朽化が著しい）という結果となっています。

さらに「解体したいが解体費の支出が困難」との問題を抱えている所有者等も多いため、

空き家の登記は 62.3%が完了しているが、登記をしたいが相談先が分からないが 9.9% 
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今後、老朽化の進行を防ぎ、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす特定空家等とならない

よう、所有者等の理解増進や市からのサポートを図ることが重要であると考えます。 

 

課題４ 地域資源としての空き家等や跡地の利活用                

空き家等実態調査により把握した空き家等のうち、約 35％の建物は外観状態にほぼ問題

がなく利活用が可能と思われる状態であり、意向調査においても何らかの利活用への意向

があることが分かりました。  

一方で、「売却したいが相手が見つからない」など、利活用へ向けた問題点を抱えている

所有者等も多いため、「空き家等の所有者」と「空き家等を利用したい方」とのマッチング

を支援する空き家・空き地バンク制度のさらなる周知を行い、その他既存の支援制度等の

情報発信に努め、空き家等及びその跡地の有効利活用を促進する必要があると考えます。 

 

課題５ 特定空家等・管理不全空家等への対応                  

空き家等実態調査により把握した空き家等のうち、54％の建物（D 判定及び C 判定の一

部）に外観上著しく破損が認められ、特定空家等の候補となり得る状態であることが判明

しました。  

また、市民等から空き家等に関する相談が寄せられており、老朽化した空き家等が周辺

の生活環境へ悪影響を及ぼさないように、空き家等の所有者等に対する助言・指導などに

より除却等の対応を促進するとともに、特定空家等へ認定した空き家等については、空家

法で規定された手続きに基づき適切に措置を行っていく必要があると考えます。 
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第３章 計画の基本方針 

３-１ 基本方針 

空き家等の発生予防や空き家等の管理については、原則、所有者等の責任により行われる

べきですが、地域の安全や環境保全を確保するため、居住している段階から将来の利用方法

や除却後の跡地利用に至るまで、建物の各段階の状態に合わせた適切な対策を講じ、所有者

等を中心に国や県、地域、事業者等と連携を図りながら空き家等対策に取り組んでいきます。 

 

方針１ 所有者等が相談しやすい環境の整備                   

【取組の方向性】 

今後も増加すると想定される空き家等問題をはじめ、不動産等に関する事案に対して、

所有者等が相談しやすい環境の整備を行います。 

また、これまでの相談内容や対応等の情報を一元管理することにより相談体制の充実を

図るとともに、地域特性を把握・分析し、地域の実情に応じた対策を講じることができる

よう、空き家等管理台帳の整備を図ります。 

 

方針２ 管理不十分な空き家等への管理を促す取組                

【取組の方向性】 

管理不十分な空き家等に対して、所有者等を特定するとともに、助言・指導など段階的

な対応を行う中で適正管理を促すことや、パンフレット等による意識啓発を行うことに加

え、所有者等の特定や対応において、庁内関係課の協力体制の構築とともに、地元自治会

等とも連携を図ります。 

 

方針３ 空き家等を生かす取組                         

【取組の方向性】 

市場性が低いなどの理由で積極的な利活用がされない空き家等は、管理不全空家等の発

生につながることから「空き家・空き地バンク制度」への登録を推進し、流通させること

で放置される空き家発生の抑制を図ります。 

 

方針４ 市の役割を踏まえた積極的なバックアップ               

【取組の方向性】 

空き家等の管理は、所有者等による管理責任が原則です。しかしながら、所有者等が不

明なものや所有者等の経済状況などの理由により問題解決までに長い期間を要することが

多い現状があります。また、空き家等対策を地域全体の問題として捉え、総合的な取組を

進めることが求められます。 

このため、本市における空き家等対策は、所有者等による対応を原則としつつ、引続き

特定空家等に対する解体支援を行うとともに、地域が主体となって行う取組や関係団体等

との連携・調整についても市として積極的なバックアップを図ります。 
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３-２ 空き家等対策の具体的な施策 

空き家等は、放置され老朽化が進行するほど、除却等に要するコストや所有者等の探索に

時間等を要し、問題解決に向けた難易度が高くなります。  

そのため、本市では空き家等の問題が深刻化する前の対策や空き家等の段階に適した対応

を行う上で、「空き家等に関する相談体制の充実と周知」をベースとし、「空き家等の発生予

防」、「空き家等の適正管理」、「空き家等の利活用」、「措置が必要な空き家等への対応」の 4

つを柱とし、効果的な施策を推進します。  

  

■ 空き家等対策を行う上での 4つの柱  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 空き家等の発生予防                          

人口減少や高齢化の進展等の社会情勢の変化に伴い、今後も空き家等が増加していくこと

は避けられないと考えます。そのため、空き家になる可能性がある物件の所有者等をはじめ、

空き家の所有者等が抱える様々な問題点や移住・起業のために空き家物件を求めている方々

の相談先を確保する必要があります。 

本市では、空き家等の発生予防や空き家等に関する施策や主な取組について、様々なルー

ルや支援制度などを集積し、相談内容に適した回答や担当窓口の案内を行います。また、広

報紙やホームページで周知するとともに、県などが開催する移住相談会へ積極的に参加し、

空き家バンク物件の紹介など移住に関する相談に対応します。 

 

 （１）空き家等に関する総合相談窓口の設置と周知 

所有者や相続人をはじめ、自治会・住民・移住希望者・起業希望者など、住宅の活用方

法や相続問題及び迷惑事案の解決などについて、相談先が分からない方のために住宅土地

政策課が総合窓口を務め、相談内容により適切な部署等へ繋ぐことにより、所有者等の不

安を軽減させます。 

また、空き家等に関する総合窓口の設置について広報紙やホームページ等へ掲載し、市

役所カウンター等にチラシを配置するなどし、周知を行います。 
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空き家等に関する相談体制の充実と周知 
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■空き家等対策に係る主な相談内容と関係部署      ※令和 7 年度組織体制による 

担当部署 相談内容 

住宅土地政策課 ・空き家等の相談に関する総合窓口 

・空き家・空き地バンクに関すること 

・管理不十分な空き家や特定空家等に関すること 

・空き家改修支援事業に関すること 

・住宅の耐震化に関すること 

・都市計画、土地利用、景観に関すること 

生活衛生課 ・空き家に係るごみ、臭気、害虫等の生活環境保全に関すること 

・不法投棄等に関すること 

・ごみの分別、処分などの相談に関すること 

商工観光課 ・空き店舗等を利活用し、新たに事業を開始することに関すること 

建設課 ・道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある案件に関すること 

水道管理課 ・空き家の上下水道料金の軽減に関すること（空き家軽減） 

各市民局 ・自治会、市民等からの相談に関すること 

税務課 ・固定資産税に関すること 

  

（２）相続対策の促進  

 相続に係る登記の放置は、時間の経過とともに権利関係がより複雑、不明確になるなど、

所有者等の特定が困難になります。 

相続登記をはじめ、各種手続きに不安を抱く高齢者世帯等を支援するため、司法書士会

や宅建協会が開催する相談会に協力し、行政が提供できるサービスの広報等を行います。  

 

   ■ 施策と主な取組（空き家等に関する相談体制の充実と周知） 

施策 主な取組 

総合窓口の周知 広報・ホームページ等への掲載、チラシの配置 

空き家等の啓発・対策に関するパンフレットの作成 

専門家と連携した相談会への参加 登記、相続、成年後見制度＊等の相談会の検討 

 

 

施策２ 空き家等の適正管理                          

管理不十分な空き家等は、建築物自体の老朽化だけでなく、周辺の生活環境に悪影響を及

ぼし、地域の安全性の低下などの問題を生じさせることになります。空き家等を良好な状態

に維持管理することが、資産価値を維持するだけではなく、地域の豊かな住環境の形成にも

寄与します。  

そのため、本市では、空き家等の適正管理に係る施策と主な取組について、以下のとおり

推進していきます。 
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 （１）空き家等の実態把握  

空き家等を取り巻く状況は日々変化するため、本市では、5年毎に空き家等実態調査を実

施し、空き家等の所在地や建物の状況等を把握しています。調査等で判明した所有者等に

は、空き家等や相談窓口の案内等を行い、空き家バンクへの登録や適正管理を促します。  

また、空き家等実態調査で把握した情報や所有者等意向調査の結果をデータベースに反

映するなど、継続的に蓄積・管理できる仕組みを構築し、効果的な対策を行うための基礎

資料として活用を図ります。  

さらに、市内の空き家状況を把握し、空き家対策を重点的に推し進める必要があると判

断した地区がある場合は、重点地区の指定や取組み内容を検討します。 

 

 （２）所有者や相続人の問題意識と管理意識の向上  

空き家等の発生予防や適切な管理は、所有者等の責任において行われることが前提とな

るため、管理意識の向上を促す取組が必要となります。また、所有者等意向調査からも所

有者等が、空き家等の管理・活用に関する情報提供を求めていることも分かりました。  

そのため、広報やホームページ及びチラシ等で広く周知するとともに、固定資産税の納

税通知書等を通じて、空き家等の適正管理に関する周知を行うことで、管理意識の向上を

図ります。  

  

 （３）所有者等の特定  

空き家等の適切な管理を促すために、所有者等を把握する必要があります。所有者等の

所在の把握にあたっては、空家法第 10 条の規定に基づき、市が保有する固定資産税情報等

を活用し、所有者等の把握を行うことで、空き家等の適切な管理を促します。  

また、放置することで著しく悪影響を及ぼす空き家等で、所有者等の存在が特定できな

い場合等は、相続財産清算人制度＊等を活用し、適正な管理を推進します。  

  

 （４）空き家等の管理の支援  

所有者等意向調査によると、空き家等の維持管理において、所有者等が遠隔地に居住し

ている、年齢や身体的な要因、費用の捻出が困難など、定期的な管理が十分に行えない状

況であるとの回答が多くみられます。 

本市では、地域の安全性の確保のために、地域が主体になった空き家等管理や活用の取

組を支援し、NPOやシルバー人材センターなど空き家等の管理を請け負う業者等と連携し、

所有者等に空き家等管理を促すよう推進します。  

 

 （５）管理不十分な空き家等の所有者等への助言・指導  

空き家等が適切に管理されないまま放置されると、周辺に悪影響を与える空き家等にな

るおそれがあります。 

本市では、管理不十分な状態と認められる空き家等の所有者等に対して是正を促進してき
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ましたが、今後も空家法や空き家条例の規定に基づき、所有者等に対して助言または指導

を行うなど、適正な管理への働きかけを促進します。  

 

■ 施策と主な取組(空き家等の適正管理) 

施策 主な取組 

空き家等の実態把握 空き家等実態調査の実施及び空き家管理台

帳の整備 

重点地区の指定と取組内容の検討 

所有者等の管理意識の向上 広報・ホームページ等への掲載    

固定資産税の納税通知書等の活用 

所有者等の特定 固定資産税情報の活用等庁内連携 

相続財産清算人制度等の活用 

空き家等の管理の支援 シルバー人材センターや NPO 等と連携し

た空き家等管理 

空き家等管理をふるさと納税制度の返礼

品に登録（新規） 

管理不十分な空き家等の所有者等への助

言・指導 

空家法、空き家条例に基づく運用   

 

 

施策３ 空き家等の利活用                           

空き家等の増加を防ぐためには、空き家等を住宅市場で流通させ、適切な利用を促すとと

もに、地域の実情等に応じた多様な利活用を図ることが必要です。   

そのため、空き家等を地域の重要な資源と捉え、まちづくりの観点からの利活用をしてい

くことで、居住環境の充実や地域コミュニティの形成を図ります。 

本市では、空き家等及び跡地の利活用の施策と主な取組について、以下のとおり推進して

いきます。  

  

（１）空き家・空き地バンクの活用  

本市では、平成 22 年から「宍粟市空き家バンク制度」を開始し、また令和 3 年度から「空

き地バンク制度」を併設し、一定の効果をあげています。  

一方で、所有者等意向調査では、空き家等の利活用に係る課題として、「買いたい人・借

りたい人が見つからない」といった意見が多く見られます。  

「宍粟市空き家・空き地バンク」をさらに充実し、所有者等と利用希望者とのマッチン

グ強化等を図るため、より専門的な助言等が行えるよう宅建業者等との連携を強化してい

きます。 
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宍粟市空き家・空き地バンク 

【空き家・空き地バンクとは】 

 自治体が運営する空き家等の紹介サービスです。 

市ホームページに登録物件の写真、間取り、設備状況 

などを掲載し、利用希望者とのマッチングを行います。 

 宍粟市の空き家バンクの成約数は、兵庫県下で上位の成約数になるなど、物件紹介数にお

いても全国トップクラスの空き家バンク制度となっています。 

 

【これまでの取組】 

  H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 計 

空き家登録数 27 37 39 42 43 54 42 46 56 56 65 507 

成約数 7 22 21 24 31 34 50 43 41 43 42 358 

空き地登録数 － － － － － － － － － 2 6 8 

成約数 － － － － － － － － － 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他にも宍粟市空き家・空き地バンクでは、 

・不動産業者の仲介がなくても空き家・空き地バンクに登録可能 

・空き家バンクの登録物件なら、最大 50 万円の空き家改修費用を予算の範囲内において支援 

・すべての物件案内は、市職員が随行し、土日の案内も実施 

・購入前に自治会役員との面談会を実施 

・市の空き家バンク登録と同時に、全国版空き家バンクにも登録し全国のユーザーへ発信す

るなどの取組を行っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家活用推進事業を活用して改修したバスルーム 市の起業家支援と空き家改修支

援を併用し、古民家カフェの開

業を支援 

空き家等に関する問い合わせ、ご相談は 

０７９０－６３－３１６６ 

宍粟市役所住宅土地政策課 開庁時間 / 8：30～17：15 
（土日祝、年末年始は除く） 

詳しくはホームページをご覧ください。 

  宍粟市空き家・空き地バンク 
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（２）移住促進施策との連携  

本市では、宍粟市に移住・定住したいという希望を持つ方を支援するため、空き家・空

き地バンクでの空き家等の紹介、定住促進員の設置、中古住宅取得費の補助や空き家改修

支援などを行っています。  

今後も県や関係団体等と連携し、空き家等を有効活用するため、これらの移住促進施策

との連携を推進していきます。 

  

（３）地域資源としての多様な利活用(起業支援、地域振興など)  

空き家等の利活用にあたっては、現在も個人住居としての利用だけではなく、各種店舗

や福祉施設としての活用、学生向けのシェアハウス＊等に活用されています。  

そのため、空き家等を起業支援や地域振興のための資源と捉え、関係団体等と連携を図

りながら、空き家等を活用した事業を推進します。  

 

（４）跡地の利活用  

空き家等の適正管理を進めることにより、空き家等を解体・除却されても、具体的な活

用が見込めない跡地も発生し、その場合、雑草の繁茂や害虫の発生等の問題を引き起こし

ます。除却後の跡地についても、所有者等に管理責任があり、引き続き適正管理を促しま

すが、地域の要望等も踏まえながら、市への寄付や自治会等による利活用の可能性も検討

します。    

また、現行の空き家・空き地バンク制度において、自然豊かな環境でのゆとりあるライ

フスタイル等を発信することで、空き家や跡地等の利活用を推進します。 

  

（５）新たな取組の検討 

兵庫県より「兵庫県空家等活用促進特別区域(以下、特区という。)」の指定を受けるこ

とにより、区域内の空き家に関する建築基準法や都市計画法による規制が緩和され、活用

促進を見込むことが可能となり、また、空き家改修に係る県補助金の嵩上げがあるため、

特区の申請についても検討していきます。 

 

■ 施策と主な取組(空き家等の利活用) 

施策 主な取組 

空き家バンクの活用 

宍粟市空き家バンクの充実 

全国版空き家バンクでの発信 

空き家改修補助事業 

移住促進施策との連携 

定住促進員の設置 

中古住宅取得費補助金 

移住者向け住宅ローン(フラット 35 など)   

地域資源としての多様な利活用 (起業支

援、地域振興など) 

宍粟市起業家支援事業 

中心市街地の空き店舗の利活用 

跡地の利活用 

空き地バンクの充実 

市への寄付採納 

相続土地国庫帰属制度の活用 

兵庫県空家活用促進特別区域の申請 兵庫県に対する特区申請の検討 
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施策４ 措置が必要な空き家等への対応                      

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状

態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態にあると認められる空き家等をいいます。「管理不全空家等」とは、そのま

ま放置すれば「特定空家等」になるおそれのあるものを言います。また、それらに至るまで

の「敷地内管理もされていない空き家」の存在もありますが、いずれの空き家等においても、

私有財産であることから、所有者等自らの責任において、改善及び解決を図ることを原則と

した上で、措置を講ずる必要がある場合は、空き家等の管理状況、所有者等や周辺住民の状

況、悪影響の範囲と程度、危険等の切迫性を考慮しつつ、緊急安全措置を含み、慎重に判断

するものとします。 

また、管理不全空家等や特定空家等に認定された空き家等の所有者等に対して、管理状態

の改善を図るために必要な措置をとるよう「助言・指導」「勧告」を行い、改善されない特定

空家等については「命令」「代執行＊」等の行政措置を行い、問題の早期解決に努めます。 

 

（１）必要な調査 

（ア）外観調査 

適正な管理がされていない空き家等について通報等があった場合は、早期に外観調査

を実施します。 

 （イ）所有者等調査 

登記簿、住民票、戸籍、固定資産税課税情報、水道使用に関する情報、介護保険等に関

する情報、郵便局の転送情報、電力会社の請求先情報等により、所有者や相続人、管理

者などを調査します。 

 （ウ）立入調査 

外観調査の結果、危険性が高いと思われる空き家等について、立入調査を実施し、詳

細な調査を行います。 

 

（２）管理不全空家等及び特定空家等の判断 

管理不全空家等及び特定空家等に該当するか否かの判断については、「『管理不全空家等及

び特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」

を踏まえて宍粟市の判定基準にて判断します。 

判定基準は、空き家等の「倒壊等による第三者への危険性を判定する建物の不良度判定基

準」と「衛生、景観、その他生活環境に係る判定基準」の２つの判定基準によりそれぞれ判定

し、管理不全空家等候補及び特定空家等候補の抽出を行います。 

 「Ａ建物の不良度判定」においては、倒壊等による危険性を判定するものとし、判定表の 1

と 2の評点の合計が50点以上100点未満で周辺への影響が中程度以上のものを管理不全空家
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候補とし、判定表の 1・2・3・4の評点の合計が 100 点以上で周辺への影響が中程度以上のも

のを特定空家候補とすることとします。 

「Ｂ生活環境判定」においては、環境衛生による危険性を判断するものとし、判定表のラ

ンクＡとランクＢにおいて、周辺へ影響を与えるものをそれぞれ管理不全空家等候補と特定

空家等候補にすることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 宍粟市管理不全空家等の判定基準の考え方    

Ａ 建物の不良度判定（23 ページに記載）   

 

 

② 周辺への影響と危険性の切迫性 

① 危険空き家判定基準     

判定表の 1･2 において 

50 点以上 100 点未満の場合 

危険性が高い 

管理不全空家等候補 

 

① 衛生、景観、生活環境に係る判定    

「ランクＢ」である

Ｂ 生活環境判定（24 ページに記載）   

② 周辺への影響と危険性の切迫性 

■ 宍粟市特定空家等の判定基準の考え方    

Ａ 建物の不良度判定（23 ページに記載）   

 

 

判定表の 1･2･3･4 において 

100 点以上の場合 

② 周辺への影響と危険性の切迫性 

① 危険空き家判定基準     

 

Ｂ 生活環境判定（24 ページに記載）   

① 衛生、景観、生活環境に係る判定    

「ランクＡ」である

② 周辺への影響と危険性の切迫性 

危険性が高い 

特定空家等候補 
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Ａ 建物の不良度判定  
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Ｂ 生活環境判定  
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（３）管理不全空家等及び特定空家等の認定の手続 

建物の不良度判定及び生活環境判定により、管理不全空家等候補又は特定空家等候補に該

当する判定結果となった場合は、内部組織において管理不全空家等又は特定空家等に該当す

るか否かの協議を行い、必要に応じて宍粟市空き家等対策協議会に意見を求め、市長が認定

を行います。 

 

（４）緊急安全措置 

管理不十分な空き家等や特定空家等となった空き家等は、その所有者等が自ら是正するこ

とが原則ですが、緊急に周辺住民や通行人の安全を確保する必要がある場合などに必要最低

限の措置を講じることができるよう条例に規定し、市民の安全を確保します。 

 

（５）空き家等に対する措置の流れ 

空き家等に対する措置の流れについては、次のとおり進めるものとします｡ 
 

■空き家等に対する措置に関するフロー図 
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（６）管理不全空家等に対する措置の流れ 

管理不全空家等に対する措置の流れについては、次のとおり進めるものとします｡ 

  

■管理不全空家等に対する措置に関するフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）特定空家等に対する措置の流れ 

特定空家等に対する措置の流れについては、次のとおり進めるものとします｡ 

 

■特定空家等に対する措置に関するフロー図 
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（８）特定空家等の解体・除却の支援  

管理不十分な空き家等については、適切な対策を講じることが必要となりますが、解体・

除却については、あくまで所有者等が自主的に行うことを原則とし、空き家等の周囲の安

全・安心な居住環境の確保のため、特定空家等に該当すると認定された場合には、解体・

除却のための支援を実施します。しかしながら、空き家等の解体・除却の支援は、所有者

等の倫理感の欠如を招く懸念があり、慎重な取り扱いが求められます。 

   

■ 施策と主な取組(特定空家等に対する措置) 

施策 主な取組 

特定空家等の解体・除却の支援 特定空き家等除却事業補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※固定資産税等の住宅用地特例措置とは 

住宅やアパート等の敷地として利用されている土地（住宅用地）については、その

税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 

・住宅１戸当たり 200 ㎡までの部分…課税標準額は評価額の 1/6 になります。 

・住宅用地で 200 ㎡を超える部分……課税標準額は評価額の 1/3 になります。 

宍粟市より特定空家等に認定された空き家を解体される必要経費の一部 

を予算の範囲内で助成します。 

   ■最大 1,332,000 円 

 特定空き家等除却事業 

 補助条件等、詳しくは、住宅土地政策課までお問合せください。 

電話0790-63-3116 特定空き家等除却事業 

ホームページ 

 住宅用敷地は、課税標準額が 1/6 等に軽減されていることから、空き家を

取り壊すと固定資産税が６倍になると思われていることが多いですが、建

物の解体により土地のみの固定資産税となり、解体前より税額が安くなる

ケースもあります。 

【例】（解体前）固定資産税 15,238 円（内訳：家屋分 10,757 円、土地分 4,481 円） 

   （解体後）固定資産税 13,175 円（内訳：家屋分 0円、土地分 13,175 円） 

それぞれの条件により、固定資産税は違ってきますので、詳しくは、税務課にご相談く

ださい。電話 0790-63-3124 

解体後は、固定資産税が６倍に？？ 

❶ 

❷ 
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（９） その他の法令による措置 

空き家等に対しては、空家法のほか、関係する諸法令により対応できる場合があります。

状況によっては、複数の法令を組み合わせて適用することも考えられます。法令により、

目的、措置の対象及び内容、実施主体等が異なることから、対象となる空き家等について、

その状態や悪影響の程度、危険等の切迫性等を総合的に判断することになります。 

 

建築基準法による勧

告・命令（第 9条、第

10 条） 

・違反建築物については、除却、移転、改築、使用禁止、制限等を

命令できる。（第 9条第 1 項） 

・劇場、映画館等の特殊建築物や一定規模以上の事務所等であっ

て、放置すれば著しく保安上危険となるおそれがある既存不適

格建築物等について、除却、移転、改築等を勧告できる。勧告に

従わない場合、命令できる。（第 10 条第 1 項、2項） 

・著しく保安上危険であり、または著しく有害な既存不適格建築

物等については、用途・規模によらず、除却、移転、改築等を命

令できる。（第 10 条第 3項） 

・いずれも、措置を講じないとき等は代執行できる。（第 9 条第 12

項、第 10条第 4項） 

消防法による命令（第

3 条） 

 

・屋外において火災の予防に危険であると認める物件等について、

除去等の措置を命令できる。 

・措置を講じないとき等は代執行できる。 

廃棄物処理法による

命令（第 19 条の 4、

第 19 条の 7） 

・ごみや産業廃棄物の不法投棄により生活環境の保全上支障があ

る場合、支障の除去、防止に必要な措置を命令できる。措置を講

じないとき等は代執行できる。 

道路法による命令（第

44 条） 

 

・交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる沿道区域内の工

作物等に対し、危険を防止するため必要な措置を命令できる。措

置を講じないときは代執行できる。 

景観法による命令（第

70 条） 

・形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障が

あると認められる既存不適格建築物に対し、形態意匠の制限に

適合するために必要な改築、模様替等の措置を命令できる。 

空家等対策の推進に

関する特別措置法の

施行に伴う改正地方

税法の施行 

 

・空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127 号）

の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者等に対して周

辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告

した場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等

の住宅用地特例の対象から除外することとする。 
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第４章 空き家等対策の推進体制 

４-１ 推進体制の整備 

（１）市の組織 

空き家等に関係する法令は多岐にわたっており、対応のあり方も状況により異なります。

このため、相談窓口を一本化し、庁内で横断的に空き家等の情報を共有するとともに、可

能な措置又は必要な措置などについて協議を行い、連携を強化し対策に取り組みます。 

 

■空き家等対策に係る主な関係部署と役割        ※令和 7 年度組織体制による 

担当部署 関連する業務 

住宅土地政策課 ・空き家等対策の総括 

・空き家等の総合相談 

・空き家・空き地バンクの運営 

・特定空家等に対する措置 

・空き家改修支援事業 

・住宅の耐震化に関すること 

・空き家等対策計画の策定及び変更 

・空き家等の発生の予防 

・空き家等調査、データベース管理 

・都市計画、土地利用、景観に関すること 

生活衛生課 ・空き家に係るごみ、臭気、害虫等の生活環境保全に関すること 

・不法投棄等に関すること 

・ごみの分別、処分などの相談に関すること 

危機管理課 ・空き家に係る防犯、防災に関すること 

・火災予防に関すること 

商工観光課 ・空き店舗等を利活用し、新たに事業を開始することに関すること 

建設課 ・道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのあることに関すること 

水道管理課 ・空き家等の所有者等の確認（契約者等情報の内、居所や連絡先に関

すること） 

・空き家の上下水道料金の軽減に関すること（空き家軽減） 

各市民局 ・自治会、市民等からの相談に関すること 

税務課 ・空き家等の所有者等の確認（固定資産情報台帳）に関すること 

・特定空家等の住宅用地特例措置に関すること 

市民課 ・空き家等の所有者等の確認（戸籍、住民基本台帳、国民健康保険等

情報の内、居所や連絡先に関すること） 

高年福祉課 ・空き家等の所有者等の確認（介護保険等情報の内、居所や連絡先に

関すること） 

社会福祉課 ・空き家等の所有者等の確認（生活保護等情報の内、居所や連絡先に

関すること） 
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（２）空き家等対策協議会  

    空き家等対策協議会は、市長、学識経験者、市民、関係機関等で構成され、空き家等対

策計画の作成及び変更並びに実施、空き家等に関する対策の推進に関し、市長が必要と認

めることについて協議します。  

   計画策定後は、施策の進捗状況について適時協議会に報告し、計画の進行管理を行いま

す。     

  

 （３）地域・関係機関との連携  

   計画の推進、空き家等対策の着実な実施のためには、地域や関係機関との連携が不可欠

です。空き家等の所有者等を含め、各主体がそれぞれの役割を認識し、状況に応じた対策

を講じることが重要となります。空き家等の適切な管理は所有者等の責任であることを原

則としつつ、近隣住民や地域団体等の協力を得て、市が施策を推進することとします。  

   また、空き家等の発生予防、利活用の促進、管理不全の解消の各段階において、必要に

応じて専門家の助言、事業者の協力を得るとともに、警察、消防、法務局その他の関係機

関と連携して空き家等の適切な管理を促進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本的な相続の順は、右の図のようになります。 
空き家等を誰が相続するかを確認しておきまし 
ょう。 

（法定相続） 
 遺産は、まず第 1順位の相続人に相続権があり、 

子がいない、または相続放棄をした場合には、 
次の順位の相続権がある人が相続人となります。 

（遺言書を書いておきましょう） 
遺言書に書かれた内容は、法定相続より優先さ 
れます。きちんと遺言書を残し、誰に不動産を 
引き継いでもらいたいかを明確にしておきましょう。 

■基本的な相続の順 

知っていますか？相続の話 

❸ 

不動産登記は、土地や建物の権利を証明する唯一の手段です。相続した不
動産を売買するためには、相続登記＊を済ませておく必要がありますが、
相続登記がされず、前所有者(故人等)の名義のままになっていることがあ
ります。 
相続を受けた不動産について相続登記を行うことは、令和 6年 4月より義
務化されています。 
神戸地方法務局龍野支局：たつの市龍野町富永 879-2 電話 0791-63-3221 

相続登記は必須です!! 

法務局ホームページ 

❹ 
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４-２ 関係機関との連携体制 

今後ますます空き家等をめぐる相談等は複雑多岐にわたることが予想されるため、専門

的な相談が可能となるよう空き家・空き地バンクの外部連携を深めることと合わせ、関係

団体との相談体制の強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家の管理、利活用を中心とした相談全般

【所有者等】 

空き家を手放したい、 
貸したい･･･ 

【近隣住民等】 

危険な空き家を何と 

かしてほしい･･･ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

自治会 

事業者 

・全日本不動産協会 

・宅地建物取引業協会 

・建築士会 

・土地家屋調査士会 

・弁護士会 

・司法書士会 

・法務局 等 

外部関係団体 宍 粟 市 

住宅土地政策課 

宍粟市空き家等 

対策協議会 

連携 
情報共有 

連携 

相談 

回答・助言 

専門的な相談 

相談者 

所 有 者 等

近隣住民 

庁内関係部署 

回答・助言 

兵庫県全域の空き家に関する 
無料の総合相談窓口 

ひょうご空き家対策フォーラム 
０７８-３２５-１０２１ 
（平日 9：00～17:00） 

 ・相続・登記・遺言・改修 
 ・売却・解体業者紹介など 

０７９０-６３-３１６６（直通） 

移住希望者等 

【移住希望者等】 

空き家を買いたい、 
借りたい･･･ 
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（情報提供様式） 

 

年   月   日  

宍粟市長  様  

 住 所   

 氏 名     

 電 話   

 

空き家等に関する情報提供書 

 

宍粟市空き家等対策計画に基づき、管理不十分な空き家等の情報を提供します。 
 

空き家等の所在地 宍粟市                     

空き家等となった時期  １ 判明（      年）     ２ 不明  

空き家等の概要  

用途 
１ 専用住宅  ２ 長屋住宅  ３ 共同住宅  ４ 併用住宅  

５ 店舗等・事務所等  ６ その他（            ）  

構造 １ 木造     ２ 非木造（        ）  

階数 
１ 一階建    ２ 二階建   ３ 三階建以上  

４ その他（     ）  

空き家等の状態  

外壁  １ 著しく損傷  ２ 一部損壊  ３ 損壊なし  ４ 判定不能  

屋根・軒  １ 著しく損傷  ２ 一部損壊  ３ 損壊なし  ４ 判定不能  

建物の傾斜  １ 傾斜あり（影響あり）  ２ 傾斜あり（影響なし）  

３ 傾斜なし           ４ 判定不能  

門・柵・堀等  
１ 著しく損傷  ２ 一部損壊  ３ 損壊なし  

４ 設置なし    ５ 判定不能  

敷地管理状況 １ 雑草繁茂・モノ散乱  ２ 良好  ３ 判定不能  

その他の情報  

所有者情報 

氏 名   

住 所   

連絡先    

その他（建物等の具体的な状況、その他周囲に与える支障や悪影響など） 

 

 

 

 備考  

「空き家等の概要」及び「空き家等の状態」の欄は、該当する番号を○で囲んでください。  
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４-３ 計画の進行管理 

計画期間において施策の推進を図るとともに、計画の進捗状況や社会情勢の変化等を把握

して、成果を検証しながら計画内容を見直します。  

今計画期間中の数値目標として、第一に相談体制の充実を掲げ、相談機会を増やす取組や

相談体制を充実させる取組を推進し、空き家バンクへの登録に繋げていくことで、空き家等

の適正管理、発生予防を図ることとします。 

 

 （１）数値目標 

分類 指標 単位 
実績 

（令和 6年度） 

目標 

（令和 17年度） 

相談体制の充実 
相談窓口来所等相談

件数 
件/年 114    120 

利活用 
空き家バンクの登録

件数 
件/年  65     60 

 

 

（参考数値） 

 

 

 

 

 空き家等対策に関連する数値 実  績 

住宅・土地統計調査による空き家率 令和 5 年度 18.4％ 

第三者に危害を与える可能性のある空き家等数

（R5 空き家等実態調査 D 判定の空き家等） 
令和 5 年度 100 戸 

空き家バンク取引成立数 
令和 6 年度 42 件 

平成 22 年度からの累計 359 件 

空き地バンク取引成立数 
令和 6 年度 0 件 

令和 5 年度からの累計 0 件 

特定空家等認定件数 平成 27 年度～令和 6 年度 31 件 

老朽危険空き家除却事業 

特定空家等除却事業件数（行政代執行 2 件含む） 
平成 27 年度～令和 6 年度 29 件 

自治会等からの危険空き家等の情報提供から解

決に至った件数 
平成 27 年度～令和 6 年度 53 件 
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（２）ＰＤＣＡの考え方  

   本計画に掲げる施策の実施状況を確認するため、数値化できる評価指標を設定し、計画

の進行管理に役立てるとともに、Plan（計画）― Do（実施）― Check（評価）― Action

（改善）の考え方に基づく継続的な評価・改善を行います。  

   空家法は、令和 5年 12 月に改正施行されましたが、5 年を経過したときに見直すことを

検討するとされており、令和 10 年（2028 年）を目途に所要の検討が行われるものと見込ま

れます。 

本市においては、宍粟市空き家等対策協議会に適宜、状況等を報告し意見を求めるとと

もに、令和 12 年度（2030 年度）に中間検証を行い必要な項目の修正を行うこととし計画の

最終年度である令和 17年度（2035 年度）には PDCA による評価を行い、空き家等に係る社

会状況、施策の進捗状況、課題等を見極めることとし、計画の見直しを行います。 
 

 

 
宍粟市総合計画等の上位・関連計画との整合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

計画 

（PLAN） 

実施 

（DO）

検証 

（CHECK） 

改善 

（ACTION） 

空き家等対策計画の作成  

実施体制の整備  

空き家等対策に係る施策の実施 
 

 

 

 

空き家等対策計画の見直し  

社会経済状況の変化、 

継続的な実態把握、 

施策の効果に関する検証 
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 空き家等の適正管理できていますか？ 
 

空き家等を適正に管理するにはこんな作業が必要です。できているか、で

きそうか、チェックしてみましょう。管理する場合はすべてのチェック欄

に「 」がつくようにしましょう。できない場合は、専門の業者等に相談

してみましょう。 

❺ 
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第 233 条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切

除させることができる。(以下の場合は、自ら切除することができます) 

３項 ① 所有者等に切除を依頼しても、相当期間内に応じてもらえなかった場合 

   ② 所有者またその所在が不明である場合 

   ③ 緊急性がある場合 

４項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 

■ 竹木の越境 

枝が越境したとき、所有者は隣地側から切除を要求されることがあります。 

また、根の越境では所有者の同意を得ずに隣地側で切り取られることがあ 

ります。枝の越境等により隣地の所有者に損害を与えた場合は損害賠償を 

請求される可能性があります。 

 所有者が把握しておくべき民法の規定 

❻ 

詳しくは、西播磨成年後見支援センターにご相談ください。 電話 0791-72-7294 

【成年後見制度】 

認知症等で判断能力が不十分な人が不利

益を被らないように、家庭裁判所に申し

立てをし、法律面や生活面、財産管理の

援助を行う人を付けてもらう制度です。 

 

【家族信託】 

あらかじめ契約等により、不動産や預貯金

等の財産管理を家族に託すことで、認知症

になっても継続して管理を行うことがで

きます。さらに、死亡以降の管理方法や継

承先も決めることができます。 

 認知症などの理由で判断能力が不十分になってしまうと、不動産や預貯金

などの財産管理や遺産分割協議、介護施設等への入所の契約をする必要が

あっても、自分ですることが難しい場合があります。 

今のうちに対策することができます！ 

❼ 

第 717 条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生

じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損

害を賠償しなければならない。 

２項 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。 

■ 工作物責任（所有者等の責任） 

空き家等になった当初は問題がなくても、老朽化して問題が出てきたのに放置して他

人へ損害を与えた、もしくは修繕が不十分で損害を与えた場合は、損害賠償責任が発生

します。 
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森林の家づくり 

応援事業 

ホームページ 

宍粟市で住居を取得される方を予算の範囲内で支援します。 

■40 歳以下の個人または夫婦のいずれかが 40歳以下の世帯で宍粟市に転入 

 転居する方、又は中学生以下の子どもを養育する世帯 

・転入の場合・・・最大 50 万円（中古住宅の場合は 25万円） 

・転居の場合・・・最大 30 万円（中古住宅の場合は 15万円） 

■市内事業者による建築施工で市内に新築した場合 ・最大 50 万円 

■地域材を活用し住宅を新築した場合 ・最大 40 万円 

 森林の家づくり応援事業 

 補助条件等、詳しくは、住宅土地政策課までお問合せください。 

電話 0790-63-3116 

❾ 

空き家活用推 

進事業補助金 

ホームページ 

空き家バンク登録物件又は仲介業者を介して購入または賃貸する築 20 年

以上の空き家を利用する目的のために市内業者の施工により改修する方を

予算の範囲内で支援します。 

・空き家バンク登録物件の場合・・・・・・・・最大 50 万円 

・その他の物件でも仲介業者を介した場合・・・最大 30 万円 

 空き家活用推進事業補助金 

 補助条件等、詳しくは、住宅土地政策課までお問合せください。 

電話 0790-63-3116 

❿ 

住まいの耐震 

改修支援事業 

ホームページ 

災害時の家屋倒壊の被害から市民の生命・財産を守るため、住まいの耐震

改修＊事業を実施し、耐震改修者の負担軽減と耐震化率の向上を図ります。 

■こんなときに利用できます 

昭和 56 年 5 月以前に着工され、耐震診断の結果、耐震性が低いと判定さ

れた住宅を対象に、耐震改修工事等にかかる費用の一部を予算の範囲内で

補助します。 

・住宅耐震改修工事費補助 （戸建住宅：補助額 30 万円～最大 130 万円） 

・簡易耐震改修工事費補助 （補助額 50 万円/戸） 

・屋根軽量化工事費補助  （補助額 50 万円/戸） 

・建替工事費補助     （補助額 100 万円） 

 住まいの耐震改修支援事業 

 上記以外にも耐震改修に関する補助制度があります。補助条件等、詳しくは、

住宅土地政策課までお問合せください。電話 0790-63-3106 

❽ 
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参考資料                                                       

● 用語集 

番号 用語 説明 頁 

１ 空き家バンク制度 
主に自治体等が空き家等の有効活用を通して、移住・定住促
進による地域の活性化を図ることを目的に、空き家等情報を
ホームページ上などで提供する仕組みのこと。 

１ 

２ 総合計画 

地方自治体の全ての計画の基本となり、地域づくりの最上位
に位置づけられる計画のこと。長期展望を持つ計画的、効率
的な行政運営の指針が盛り込まれ、「基本構想」とこれに基
づく「基本計画」及び「実施計画」からなる。本市では、平
成 28年に「宍粟市第 2次総合計画」を策定している。 

２ 

３ 
都市計画マスター

プラン 

都市計画法第 18 条の 2 に規定される「市町村の都市計画に
関する基本的方針」として定めるもので、都市の将来像や都
市づくりの方針等を示す計画のこと。 

２ 

４ 
過疎地域持続的発
展計画 

過疎地域の指定を受けた市町村は、新過疎法の規定に基づ
き、市町村議会の議決を経て「過疎地域持続的発展計画」を
定めることができ、この計画に基づく事業推進にあたって
は、過疎対策事業債や補助金の活用といった財政上の特例措
置を受けることができる。 

２ 

５ 国勢調査 

統計法に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日
本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施され
る、国の最も重要かつ基本的な統計調査のこと。5年ごとに
実施され、最新の調査は、令和 2年に実施された。 

５ 

６ 
国立社会保障・人
口問題研究所 

厚生労働省に所属する国立の研究機関で、人口や世帯の動向
を捉えるとともに、内外の社会保障政策や制度についての研
究を行う機関。 

５ 

７ 耐震化基準 

建築物の設計において適用される地震に耐えることのでき
る構造の基準のこと。1981 年（昭和 56 年）5 月までの建築
確認において適用されていた基準を旧耐震基準といい、旧耐
震基準の木造住宅は大規模地震の際に倒壊の危険性が高い
とされている。 

８ 

８ 相続登記 
被相続人が亡くなり、建物や土地などの不動産名義を相続
人へ名義変更すること。 12 

９ 成年後見制度 

判断能力の不十分な方々を保護・支援する制度で、大きく分
けると、法定後見制度と任意後見制度の 2つがある。後見人
等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法
律行為を行う制度。 

16 

10 
相続財産清算人制
度 

相続人の存在、不存在が明らかでないときに、家庭裁判所は、
申立てにより、相続財産の清算人を選任し、被相続人の債務
を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰
属させる制度。 

17 

11 シェアハウス 1 つの住居を複数人で共有して暮らす賃貸物件。 20 

12 代執行 

国や自治体などの行政機関の命令に従わない人に対し、その
本人に代わって行政機関が強制的に撤去や排除を行うこと。
他の手段では実現困難で、それを放置することが、著しく公
益に反すると認められる場合に代執行できると定められて
いる。要した費用は、所有者等に請求する。 

21 

13 耐震改修 
昭和 56 年 5 月以前に建築された建物のうち、現行基準に照
らして耐震性能が劣るものについて、改修工事を行い現行基
準に適合させること。 

37 
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● 宍粟市空き家等対策協議会（令和 7年 6月から令和 9年 3月） 
 

(敬称略・順不同) 

名 前 所属等 

会長 

安枝 英俊 
兵庫県立大学環境人間学部 教授 

副会長 

粟田 尚樹 
（一社）兵庫県宅地建物取引業協会  西播磨副支部長 

有田 玲子 有田法律事務所 宍粟市顧問弁護士  

水口 正己 宍粟市連合自治会長会代表 

井口 明則 公募委員 

井元 智子 公募委員 

中林 久美子 公募委員 

樽本 勝弘 宍粟市 建設部長 
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● 地域おこしや空き家の解消に取り組んでいる団体 
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● 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年11月27日 法律第127号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進

するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団

体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収

集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の

促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければ

ならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他

空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の

提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 
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（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規

定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等

の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的

社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認

められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域に

おける空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指

針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市

街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 
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三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二

条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有

する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空

家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条におい

て「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活

用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用

促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二

条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の

跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項

の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項

において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十

八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において

準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるた

めの要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の

規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要

件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満

の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上

接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促

進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとし

て国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区

域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する

事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第

七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を

含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及

び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならな

い。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条

第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの
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規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）

に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区

域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四

十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項におい

て準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定による

許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以

下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用

途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

10 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、

特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域に

おける経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の

同意をすることができる。 

11 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び

第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和

が保たれたものでなければならない。 

12 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

13 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、

技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

14 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が

必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが

できる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空

家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくは

その委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所

に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通

知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 
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４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する

目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの

について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要

な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等

の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適

切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同

じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれ

ば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態に

あると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指

針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等

が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をす

ることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状

態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと

認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家

等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について

勧告することができる。 
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（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき

は、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定に

よる命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をす

ることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると

認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請

求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要が

あると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十

四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供

その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、

空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当する

ものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的

社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当

該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を

講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認め

るときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分に

ついてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が

第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された

ときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法

第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用

者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特

別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用

する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定め

られた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物

で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条

第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたとき

は、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四

十八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及
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び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」

と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上や

むを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百

二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により

公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途

特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可

した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規

定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認

めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁

が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」

とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化

調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十

項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用

途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当

該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の

結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をす

るものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家

等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途

に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可

その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮を

するものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第

二十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの

委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家

等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅

供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業

務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第

百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家

等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会

的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 
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（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十

七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一

項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活

用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置す

れば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）を

とるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等

の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予

期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わな

ければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に

規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の

定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ

とができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知する

ことができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われ
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るべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができ

ないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行

い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」

という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その

定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を

行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収

する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態に

ある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保

全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規

定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、

当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者

に行わせることができる。 

12 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条

の規定を準用する。 

13 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げては

ならない。 

15 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章

（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。 

17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規

定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しく

は活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正か

つ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法

人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所

及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更す

るときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 

 



 

- 51 - 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の

管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はそ

の活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の

空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を

行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要

があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認め

るときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命

ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の

規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければな

らない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の

提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があると

して、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情

報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度

で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するとき

は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連

情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対

し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をす

ることを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係

る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 
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２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は

変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。

この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由

を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理

のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求

をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるとき

は、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定によ

る請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請

をした支援法人に通知するものとする。 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補

助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の

措置を講ずるものとする。 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ

る立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布

の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、ただし書に

係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（令和五年政令第三三一号で令和五年一二月一三日から施行） 
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（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規

定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置

法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適

用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」と

あるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）

附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この

法律の施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新法第

二十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律に

よる改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」という。）第

十四条第十項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、

施行日以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第

十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任）第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定につい

て、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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● 宍粟市空き家等の対策に関する条例（令和５年12月19日 条例第39号） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下

「法」という。）に定めるもののほか、本市における空き家等（法第２条第１項の空家等

を含む。第６条及び第７条において同じ。）の適正な管理に関する必要な事項を定めるこ

とにより、市民の安全及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 空き家等 長屋若しくは共同住宅の住戸又はこれらに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定

着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

(２) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。 

(３) 管理不全空き家等 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定

空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいう。 

（空き家等の調査） 

第３条 空き家等の調査については、法第９条の規定を準用する。 

（管理不全空き家等の所有者等に対する措置） 

第４条 管理不全空き家等の所有者等（所有者又は管理者をいう。以下同じ。）に対する措

置については、法第13条の規定を準用する。 

（特定空き家等に対する措置） 

第５条 特定空き家等に対する措置については、法第22条第１項から第14項までの規定を準

用する。 

２ 前項の規定により準用する法第22条第３項の規定による特定空き家等の所有者等に対す

る命令については、宍粟市行政手続条例（平成17年宍粟市条例第16号）第３章（第12条及

び第14条を除く。）の規定は適用しない。 

（緊急安全措置） 

第６条 市長は、空き家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを

避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該空き家等の所有者等の負担において、

これを避けるために必要最小限の措置（以下「緊急安全措置」という。）を自ら行い、又

は委任した者にこれを行わせることができる。 

２ 市長は、緊急安全措置を行ったときは、当該空き家等の所在地及び当該措置の内容を当

該空き家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、当該所有者等を確知すること
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ができず、又はその住所又は居所が明らかでないときは、通知に代えてその旨を公告しな

ければならない。 

３ 第１項の規定により当該空き家等の所有者等に負担させる費用は、法第22条第12項の規

定の例により徴収する。 

４ 緊急安全措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、これを提示しなければならない。 

（空き家等対策協議会） 

第７条 市長は、法第８条第１項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３

項の規定により、宍粟市空き家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 法第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し協議する

こと。 

(２) その他空き家等に関する対策の推進に関し、市長が必要と認めること。 

３ 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 関係行政機関の職員 

(３) 関係団体の代表者 

(４) その他市長が必要と認める者 

４ 協議会の委員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の翌年度の末日までとす

る。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 協議会の委員は、再任されることができる。 

６ 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

（協議会の運営） 

第８条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

４ 会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていない場合は、市長が招集する。 

５ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

６ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

(１) 第３条において準用する法第９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者 

(２) 第５条において準用する法第22条第３項の規定による市長の命令に違反した者 
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附 則 

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第

50号）附則第１条本文に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い

日から施行する。 
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